
 

 

 

 

“グローバル社会で自ら未来を創造する生徒の育成”  

を目指した学校経営 
                                  校    長  

 令和８年度が始まりました。着任式、始業式、入学式、そして新入生歓迎会を終え、生徒たちは

新年度の学級組織づくりや来週からの本格的な時間割授業開始に向けて、準備を進めています。 

 本校は“グローバル社会で自ら未来を創造する生徒の育成”を学校教育目標として掲げ、教育活動を

始めました。この目標は、生徒が本校で学んでいく中で育つ姿をあらわしています。現代は正解のな

い世の中で、目の前の課題に果敢（かかん）に挑戦し、自分自身で解

答を見いだす人材が求められます。また、活躍する場は千葉市や日本

に限らず、国や地域を超えた地球規模のグローバル社会の場です。こ

うした社会で自分自身の未来を創造していける生徒を育てたいという

思いです。学校は文字通り学びの場です。各教科や領域（特別活動や

道徳など）、専門委員会や部活動等を通した学校教育全般を通して育

成していきたいと考えています。もちろん、これらの活動には周りの

人たちとの関わりが生じます。人間関係づくりの学びとしても学校は

取り組んでまいります。 

 この目標を決めるにあたっては、生徒の皆さんからの意見も聞きな

がら進めてまいりました。これまでも多様な自分であり他者を大切に

してきた生徒たちですから、多様性についての考え方やグローバル社会についての考え方は、一般の

高校生はもちろん、大学生や社会人よりも理解は深く、すでに実践されていることも多いです。です

から、目標を決めるにあたり、生徒から大変前向きな感想や意見をいただきました。本校の実態を

踏まえ、これからの地球社会を築く生徒の育成に向けて邁進（まいしん）してまいります。 

 子どもは、学校だけの学び、家庭だ

けでの学び、社会だけでの学びでは 

成り立たず、これら三つ「学校―家庭 

―地域」の協力体制が必然です。学校

は、多くの他者との関わり合いを通し

て、社会生活のシミュレーションを行

います。このことをご理解いただき、 

ご相談等がありましたら、遠慮なくお

声かけいただければと存じます。 

 職員一同、お子様の成長を願い、精

一杯取り組んでまいりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

                       学校経営の考え方（学校―家庭―地域との関わり） 

令和８年４月 22日（水） 

学校だより ４月号 

千葉市立高浜中学校 TAKAHAMA 



令和８年度からの取組み 

 本校は昨年度より保護者の皆様、地域の皆様のご理解、そして生徒の皆さんの協力も得て、安全・安心

な学校づくりや持続可能な学校運営を目指し、施設設備の整備、運営方法の変更などに取り組んでまいり

ました。本年度最初の学校だよりとなりますので、ご連絡・ご確認いたします。 

☆彡１ 昇降口の開錠時間（HP不掲載） 

    ・登校時刻（HP不掲載）と職員勤務開始時刻（HP不掲載）に鑑みたものです。 

☆彡２ 窓口対応 平日（４/25、９/25 の登校日も）７：３０～１６：３０ 

    ・各種証明書や学割証明書等の発行は、受付日より平日２日の発行・お渡し予定です。 

    ・ただし、長期休業中は担当者が不在の場合もありますので、余裕をもっての申請をお願いします。 

☆彡３ 電話対応 平日（４/25、９/25 の登校日も）７：３０～１６：３０もしくは完全下校後３０分を目安 

    ・これ以外の時間帯は、留守電話応答システムが作動します。なお、千葉市のシステムは録音できません。 

    ・部活動の最大活動時間による完全下校は１８：００です。最大１８：３０までの対応となります。 

☆彡４ 「すぐーる」の有効活用 配信優先度高に！ 

・保護者様個別への連絡につきましては、対面を大切にするとともに、電話連絡を基本としています。ただ 

 し、電話がつながらない場合には、「すぐーる」による家庭連絡も実施します。用件のみを簡潔に送信でき 

るよう心がけますので、「すぐーる」の受信設定を「優先度高」にしていただくことをお薦めいたします。 

    ・「すぐーる」のシステム上、返信はできません。また、校長・教頭の管理職に配信権限があるため、両者 

が不在の際や深夜、休日、年末年始等には配信しないことがあります。 

 ご家庭におかれましては、登校前や帰宅後、休日等、お子様が健康で安全な生活ができるよう、

ご家庭によるご指導のほどお願いいたします。なお、緊急事態が生じた場合には、警察をはじめ、

関係機関への連絡をし、適切な対応をお願いいたします。情報提供やご報告、その他ご相談等に関

しましては、平日 8:00～16:30 窓口、電話での対応となりますので、お含みおきください。 

＜お知らせ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＜４月、５月の予定＞（学校全体に関係する予定を掲載しています） 

５月 

１日（金）尿検査（該当者のみ） 

５日（火）５・５まつり 吹奏楽部発表 高洲コミセン 

 ７日（木）４時間授業（給食あり）時間割は学級より連絡 

教科等主任研修会のため部活動中止 

 ８日（金）金１２３４授業、生徒総会 

13 日（水）青少年育成委員会理事会 図書室 

19 日（火）体育祭予行練習、市教研のため部活動中止 

20 日（水）教育実習開始（保健体育科） 

22 日（金）体育祭（平日開催 給食あり） 

        ・雨天時は 5/25（月）、26（火）へと順延 

25 日（月）火曜日課（火１２３４５）職員会議、部活動中止 

26 日（火）月曜日課（月１２３４５６）部活動休養日 

29 日（金）内科健診（１・２年） 

６月２日（火）～４日（木）修学旅行（北陸方面） 

※現時点で決定している予定を掲載しています。 

 

４月 

23 日（木）全国学力学習状況調査（３年）国語・数学 

       教育相談週間（～30 日） 

25 日（土）午前：授業参観  

           ・地域小学生の参観もあります 

学年学級保護者会  

      午後：部活動保護者説明会  

保護者会総会       

       ※生徒は授業参観後（午前）下校 

27 日（月）振替休業 

28 日（火）耳鼻科健診（２年＋抽出） 部活動休養日 

ネット安全教室 

29 日（水）昭和の日 

30 日（木）水曜日課（水１２３４５の授業） 

体育祭学年練習開始 ・水筒等の水分の準備 

・日焼け止め、帽子利用推奨 

学校における合理的配慮の提供について 

 平成 28年４月１日から公立学校において、合理的配慮の提供が義務となっております。合理的配慮は、子どもに合った必要か

つ適当な変更及び調整で、特定の場面において必要とされ、過度な負担を課さないものです。学校に合理的配慮の提供を求める場

合には、学校（学級担任）にお申し出ください。 

学校だより「高浜」の発行時期変更と各学年だよりのカラー版での発行変更について 

 学校だより「高浜」と各学年だよりの発行時期をずらし、情報過多を避け、より新鮮な情報をお届けできるよう、学年だより

を月末～月はじめの発行に、学校だよりを月半ばの発行に発行時期を設定いたしました。また、諸経費削減の取組みにより、生

徒写真を掲載する学年だよりをカラー印刷にて発行することといたしました。この取組みにご理解ご支援をお願いいたします。 


